
第１５章 公務員・選挙・司法・公安

１５－１．県職員数

１５－２．市町村職員数

１５－３．選挙人名簿登録者数

１５－４．警察職員数及び警察署管轄区域等

（１）警察職員数

（２）警察署別管轄区域等

１５－５．登記及び謄、抄本交付数等

（１）登記

（２）謄、抄本交付数等

１５－６．民事及び行政事件数

（１）山形地方裁判所、同管内支部

（２）山形地方裁判所管内簡易裁判所

１５－７．強制執行・倒産件数

１５－８．民事調停事件数

１５－９．刑事事件数

（１）山形地方裁判所、同管内支部

（２）山形地方裁判所管内簡易裁判所

１５－１０．家事事件数

（１）家事事件種類別件数

（２）家事審判事件数

（３）家事調停事件数

１５－１１．少年関係事件数

（１）少年関係事件種類別件数

（２）少年保護事件数

（３）少年保護事件の行為別新受件数

１５－１２．罪種別受刑者数

１５－１３．刑法犯の認知件数、検挙件数及び人員

（１）認知件数及び検挙件数・人員の推移

（２）罪種別

（３）重要犯罪罪種別

（４）重要窃盗犯罪罪種別

（５）警察署別

１５－１４．法令別特別法犯送致件数及び人員

１５－１５．非行少年等の補導状況



１５－１．県 職 員 数（平成２１～２３年）
各年４月１日現在

年 別

年齢別学歴別
総 数 行政職 公安職

教 育 職
研究職

医 療 職

（１） （２） （３） （１） （２） （３）

平 成 ２１ 年 １９，２７６ ４，３７３ １，９５１ ２，６６１ ６，４９８ ― ２７７ １９ ３４５ １１０

平 成 ２２ 年 １９，１１０ ４，２７１ １，９５９ ２，６６２ ６，５０３ ― ２７２ １７ ３２９ １０９

平 成 ２３ 年 １８，６６３ ４，１９０ １，９５２ ２，６７６ ６，４７０ ― ２７３ １５ ３１０ １１１

２０歳未満 ４２ ７ ３４ ― ― ― ― ― ― ―

２０ ～ ２４ ６１０ １４２ １８８ ３１ １４０ ― １０ ― １４ ３

２５ ～ ２９ １，２１０ ３１１ ２７１ １２３ ２３８ ― ３５ ― ２７ １５

３０ ～ ３４ １，５７８ ３２７ ２２９ ２５８ ３５７ ― ３４ ― ４７ １０

３５ ～ ３９ ２，５２７ ６６１ １７５ ４４９ ６１５ ― ３６ ３ ５６ ７

４０ ～ ４４ ３，０４２ ７０７ １４０ ４７４ １，１０１ ― ４４ ３ ３５ １７

４５ ～ ４９ ３，５６２ ７２１ ２３０ ４９６ １，５５３ ― ３６ ２ ２５ ２１

５０ ～ ５４ ３，５６２ ６３８ ３２６ ４８４ １，６８５ ― ４０ ２ ４０ ２１

５５ ～ ５９ ２，３６３ ６０７ ３４５ ３０６ ７７７ ― ３７ ２ ６０ １７

６０歳以上 １６７ ６９ １４ ５５ ４ ― １ ３ ６ ―

大学院卒
大 学 卒

１３，１３８ ２，３４６ ９４７ ２，４８１ ６，３１５ ― ２６０ １５ １５２ ４６

短 大 卒 １，８３８ ３４ １５ ９７ １５５ ― ５ ― １５２ ６４

高 校 卒 ３，６５４ １，８０９ ９９０ ９８ ― ― ７ ― ６ １

中 学 卒 ３３ １ ― ― ― ― １ ― ― ―

年 別

年齢別学歴別
海事職

技 能
労務職

企業職員

企業事業職員 病院事業職員

一般職
技 能
労務職

一般職
技 能
労務職

医 療 職

（１） （２） （３）

平 成 ２１ 年 ２２ ５８３ １４６ １２ １６３ １２５ １６９ ２６５ １，５５７

平 成 ２２ 年 ２４ ５６４ １４５ １２ １４９ １２２ １７４ ２５７ １，５４１

平 成 ２３ 年 ２４ ５５１ １４５ １２ １４９ １１２ １７５ ２０９ １，２８９

２０歳未満 ― ― ― ― １ ― ― ― ―

２０ ～ ２４ １ ― ６ ― １９ ― ― ３ ５３

２５ ～ ２９ ― ９ ８ ― １８ ２ ８ １２ １３３

３０ ～ ３４ ４ ４９ １７ １ １４ ８ １６ ２９ １７８

３５ ～ ３９ ５ １２１ ３９ ２ ２１ ２３ ３５ ３９ ２４０

４０ ～ ４４ ４ １３４ ２６ ４ ３０ ２４ ２９ ２８ ２４２

４５ ～ ４９ ５ １２２ １９ ４ ２３ ２６ ２３ ３８ ２１８

５０ ～ ５４ ２ ７２ １４ １ １１ １６ ３１ ３３ １４６

５５ ～ ５９ ２ ４４ １２ ― １１ １３ ２４ ２７ ７９

６０歳以上 １ ― ４ ― １ ― ９ ― ―

大学院卒
大 学 卒

１ ― ８４ １ ８２ ２ １７５ ８０ １５１

短 大 卒 ９ １２ １１ １ １１ １２ ― １２８ １，１３２

高 校 卒 １４ ５１０ ５０ １０ ５６ ９６ ― １ ６

中 学 卒 ― ２９ ― ― ― ２ ― ― ―

注：１）教育職（１）は県立高等学校及び特別支援学校に勤務する教育職員。
教育職（２）は市町村立の小学校及び中学校に勤務する教育職員。
教育職（３）は県立の大学（短期大学含む）に勤務する教育職員。

２）医療職（１）は病院等に勤務する医師及び歯科医師。
医療職（２）は病院等に勤務する薬剤師、獣医師、栄養士、診療放射線技師及び保育士並びにその他の医療技術職員。
医療職（３）は病院等に勤務する保健師、助産師、看護師及び准看護師。

資料：県人事委員会「職員の給与等に関する報告及び勧告」、県人事課、県企業局総務企画課、県病院事業局県立病院課

公務員・選挙・司法・公安
－２８３－



１５－２．市町村職員数（平成２２、２３年）
各年４月１日現在

市町村別 総 数
一 般
行政職

税務職 海事職
医師・
歯 科
医師職

薬剤師・
医 療
技術職

看 護
保健職

福祉職 消防職 教育職 企業職 その他

平 成 ２２ 年 １３，０６９ ６，１９２ ７８６ ５ ９７ １９９ ９９９ ７６０ ８９５ ２５４ １，６７６ １，２０６

平 成 ２３ 年 １２，９４０ ６，１５０ ７６９ ４ ９７ １９８ １，０１１ ７２３ ８９８ ２５７ １，６９７ １，１３６

市 部 ９，５８６ ４，３１９ ５６８ ４ ７４ １４１ ７０３ ５０３ ８１９ １７８ １，４４９ ８２８

町 村 部 ３，３５４ １，８３１ ２０１ ― ２３ ５７ ３０８ ２２０ ７９ ７９ ２４８ ３０８

村 山 地 域 ５，４８１ ２，５１１ ３２９ ― ７８ １３３ ６４３ ３４２ ４６７ １１０ ３３６ ５３２

最 上 地 域 １，１０２ ６２８ ７２ ― １３ ２８ １２８ ８２ ― １４ １８ １１９

置 賜 地 域 ２，８５１ １，３３１ １６５ ― ３ １４ １１０ １１９ ２２９ ３９ ６５４ １８７

庄 内 地 域 ３，５０６ １，６８０ ２０３ ４ ３ ２３ １３０ １８０ ２０２ ９４ ６８９ ２９８

山 形 市 ２，３１５ ８４７ １２４ ― ６０ ７５ ４１１ ９０ ２１５ ７８ １８８ ２２７

米 沢 市 １，０９６ ４１８ ６０ ― ― ― ２０ １９ １０４ ４ ４２２ ４９

鶴 岡 市 ２，０１７ ７９４ １０１ ― ― ５ ４６ ８０ ２０２ ２８ ６１６ １４５

酒 田 市 ９８９ ５７８ ６９ ４ ３ １５ ５８ ６６ ― ３５ ５５ １０６

新 庄 市 ３１０ １８９ ２８ ― ― ３ １０ ２９ ― ４ ７ ４０

寒 河 江 市 ４５５ １９７ ２３ ― １０ ３２ ８６ ３４ ― ４ １３ ５６

上 山 市 ３３２ １５９ ２２ ― ― ４ ９ ３６ ５１ ４ ９ ３８

村 山 市 ３１９ １７３ １９ ― ― ２ ９ ３５ ４４ ３ １０ ２４

長 井 市 ２６４ １８９ １７ ― ― １ １２ １７ ― ２ １０ １６

天 童 市 ５１３ ２３４ ３５ ― ― １ １０ ３０ ５９ ５ ８６ ５３

東 根 市 ３６４ ２１３ ２８ ― ― １ ８ ２４ ５０ ３ １４ ２３

尾 花 沢 市 ２７５ １４５ １７ ― １ ２ １７ ２６ ４８ １ ― １８

南 陽 市 ３３７ １８３ ２５ ― ― ― ７ １７ ４６ ７ １９ ３３

山 辺 町 １２６ ８５ １１ ― ― ― ５ ８ ― １ ― １６

中 山 町 ９４ ６９ ８ ― ― ― ３ ７ ― ― ― ７

河 北 町 １５９ ９９ １２ ― ― ― ６ １６ ― ７ ７ １２

西 川 町 １５１ ７７ ５ ― ４ ６ ３５ ９ ― １ ４ １０

朝 日 町 １５８ ６９ ８ ― ３ １０ ３７ ８ ― １ ３ １９

大 江 町 １１９ ７９ ７ ― ― ― ４ ９ ― １ ２ １７

大 石 田 町 １０１ ６５ １０ ― ― ― ３ １０ ― １ ― １２

金 山 町 １０３ ６０ ５ ― ３ ５ １８ ４ ― ２ ２ ４

最 上 町 １８７ ８８ １０ ― ３ １０ ４７ １２ ― ６ １ １０

舟 形 町 ８２ ６２ ５ ― ― ― ４ ７ ― ― １ ３

真 室 川 町 １６５ ７６ ８ ― ４ ７ ３２ ６ ― ― ４ ２８

大 蔵 村 ８７ ４６ ５ ― ２ ３ ７ ８ ― １ ― １５

鮭 川 村 ７６ ５１ ６ ― ― ― ３ ８ ― ― ― ８

戸 沢 村 ９２ ５６ ５ ― １ ― ７ ８ ― １ ３ １１

高 畠 町 ４００ １４７ １８ ― ― ― ８ １４ ４１ ２ １３９ ３１

川 西 町 ２４５ １２１ １５ ― ― ― ７ １７ ３８ １５ ６ ２６

小 国 町 １７９ ９７ ９ ― ３ １１ ４２ ８ ― １ ２ ６

白 鷹 町 １９７ ９５ １２ ― ― ― ４ １４ ― １ ５３ １８

飯 豊 町 １３３ ８１ ９ ― ― ２ １０ １３ ― ７ ３ ８

三 川 町 ９２ ５５ ７ ― ― ― ５ ７ ― ８ ― １０

庄 内 町 ２５４ １６１ １３ ― ― ３ １２ １１ ― ２２ １６ １６

遊 佐 町 １５４ ９２ １３ ― ― ― ９ １６ ― １ ２ ２１

資料：県市町村課

公務員・選挙・司法・公安
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１５－３．選挙人名簿登録者数（平成２２、２３年）

市 町 村 別
衆議院議員選挙
小 選 挙 区 別

平成２２年９月２日 平成２３年９月２日

計 男 女 計 男 女

総 数 ９６６，７７９ ４５９，７０７ ５０７，０７２ ９６２，６７８ ４５７，７２４ ５０４，９５４

市 部 ７５７，８８５ ３５９，５０６ ３９８，３７９ ７５５，７４３ ３５８，３３５ ３９７，４０８

町 村 部 ２０８，８９４ １００，２０１ １０８，６９３ ２０６，９３５ ９９，３８９ １０７，５４６

山 形 市 ２０４，１６７ ９６，２５２ １０７，９１５ ２０４，６１５ ９６，３９３ １０８，２２２

米 沢 市 ７１，４５２ ３４，２５１ ３７，２０１ ７１，１３０ ３４，０３２ ３７，０９８

鶴 岡 市 １１３，６７２ ５３，２３４ ６０，４３８ １１３，１０９ ５２，９６６ ６０，１４３

酒 田 市 ９３，３４８ ４３，８０８ ４９，５４０ ９２，８０９ ４３，５４２ ４９，２６７

新 庄 市 ３１，６６３ １４，８６９ １６，７９４ ３１，４１７ １４，７８２ １６，６３５

寒 河 江 市 ３４，９７０ １６，８０７ １８，１６３ ３４，９２２ １６，８０５ １８，１１７

上 山 市 ２８，７７４ １３，５３４ １５，２４０ ２８，５３０ １３，３９８ １５，１３２

村 山 市 ２２，９５７ １０，９８４ １１，９７３ ２２，６９９ １０，８７４ １１，８２５

長 井 市 ２４，３０７ １１，６４６ １２，６６１ ２４，１９６ １１，５７７ １２，６１９

天 童 市 ５０，５６４ ２４，４００ ２６，１６４ ５０，４９３ ２４，３０４ ２６，１８９

東 根 市 ３７，５９８ １８，５６２ １９，０３６ ３７，８３６ １８，６７６ １９，１６０

尾 花 沢 市 １６，３３７ ７，８３８ ８，４９９ １６，０５１ ７，６９７ ８，３５４

南 陽 市 ２８，０７６ １３，３２１ １４，７５５ ２７，９３６ １３，２８９ １４，６４７

山 辺 町 １２，６６９ ６，０７２ ６，５９７ １２，６４９ ６，０４８ ６，６０１

中 山 町 １０，１６８ ４，８９０ ５，２７８ １０，１４９ ４，９００ ５，２４９

河 北 町 １６，８３１ ８，０９７ ８，７３４ １６，６８２ ８，０３８ ８，６４４

西 川 町 ５，５６８ ２，６８７ ２，８８１ ５，４７４ ２，６３２ ２，８４２

朝 日 町 ６，９００ ３，３８６ ３，５１４ ６，８１９ ３，３５１ ３，４６８

大 江 町 ７，８９３ ３，８１８ ４，０７５ ７，８１８ ３，７８２ ４，０３６

大 石 田 町 ７，０５７ ３，４２０ ３，６３７ ６，９６８ ３，３８７ ３，５８１

金 山 町 ５，３３４ ２，５５２ ２，７８２ ５，２８８ ２，５２４ ２，７６４

最 上 町 ８，５１５ ４，１１１ ４，４０４ ８，４３５ ４，０７７ ４，３５８

舟 形 町 ５，２７３ ２，５２６ ２，７４７ ５，１９５ ２，４９６ ２，６９９

真 室 川 町 ７，８６９ ３，７４５ ４，１２４ ７，７６９ ３，６８９ ４，０８０

大 蔵 村 ３，２１９ １，５５４ １，６６５ ３，１８１ １，５３８ １，６４３

鮭 川 村 ４，２９３ ２，０６０ ２，２３３ ４，２１１ ２，０２６ ２，１８５

戸 沢 村 ４，６６０ ２，２４３ ２，４１７ ４，５７１ ２，１８７ ２，３８４

高 畠 町 ２０，８３３ １０，０２８ １０，８０５ ２０，７２３ ９，９８５ １０，７３８

川 西 町 １４，８６５ ７，１６７ ７，６９８ １４，７０１ ７，１３１ ７，５７０

小 国 町 ７，５５６ ３，６２５ ３，９３１ ７，４５７ ３，５９０ ３，８６７

白 鷹 町 １３，０３５ ６，３１４ ６，７２１ １２，９５３ ６，２７７ ６，６７６

飯 豊 町 ６，９２４ ３，３０５ ３，６１９ ６，７９７ ３，２５２ ３，５４５

三 川 町 ６，２９２ ２，９８６ ３，３０６ ６，２６０ ２，９７２ ３，２８８

庄 内 町 １９，４７３ ９，１８０ １０，２９３ １９，３６７ ９，１４６ １０，２２１

遊 佐 町 １３，６６７ ６，４３５ ７，２３２ １３，４６８ ６，３６１ ７，１０７

第 １ 区 ３０６，３４２ １４５，１４８ １６１，１９４ ３０６，４３６ １４５，０４３ １６１，３９３

第 ２ 区 ３４３，１５９ １６５，２５６ １７７，９０３ ３４１，１６２ １６４，３７５ １７６，７８７

第 ３ 区 ３１７，２７８ １４９，３０３ １６７，９７５ ３１５，０８０ １４８，３０６ １６６，７７４

資料：県選挙管理委員会
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１５－４．警察職員数及び警察署管轄区域等（平成２２、２３年）
（１）警察職員数 各年４月１日現在

区 分 総 数
警 察 官 その他の

職 員総 数 警視長 警視正 警 視 警 部 警部補 巡査部長 巡 査

平 成 ２２ 年 ２，３４３ １，９８３ １ ７ ８９ １８１ ５５０ ５６８ ５８７ ３６０

平 成 ２３ 年 ２，３２６ １，９８６ １ ７ ８９ １８１ ５５１ ５６９ ５８８ ３４０

警 察 本 部 ８２５ ６０７ １ ６ ５８ ９２ ４５０ ２１８

警 察 署 １，５０１ １，３７９ ― １ ３１ ８９ １，２５８ １２２

資料：県警察本部 （２）についても同じ

（２）警察署別管轄区域等 単位：面積＝�

警察署別 管内人口 管内面積
管 内 市 町 村 数 管 内

交番数
管 内
駐在所数

管 内 市 町 村 名
総数 市 町 村

平成２２年 １，１７４，０３０ ９，３２３．４６ ３５ １３ １９ ３ ３８ １２２
平成２３年 １，１６３，１４８ ９，３２３．４６ ３５ １３ １９ ３ ３８ １２１

山 形 ２８０，６４３ ４７３．９３ ３ １ ２ － １０ １４ 山形市、山辺町、中山町
寒 河 江 ８５，０９４ ９３５．３４ ５ １ ４ － ３ ８ 寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町
上 山 ３３，６０２ ２４０．９５ １ １ － － １ － 上山市
村 山 ７３，１２５ ４０４．００ ２ ２ － － ３ ５ 村山市、東根市
天 童 ６２，０２７ １１３．０１ １ １ － － ２ ４ 天童市
尾 花 沢 ２６，８３０ ４５１．９１ ２ １ １ － － ５ 尾花沢市、大石田町
新 庄 ８３，５５４ １，８０３．６２ ８ １ ４ ３ １ １８ 新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町

大蔵村、鮭川村、戸沢村
米 沢 １０６，０２１ ７１５．２０ ２ １ １ － ４ １２ 米沢市、川西町
長 井 ５２，４７９ ７０２．０３ ３ １ ２ － １ ５ 長井市、白鷹町、飯豊町
南 陽 ５８，３８２ ３４０．７４ ２ １ １ － ２ ６ 南陽市、高畠町
小 国 ８，７３８ ７３７．５５ １ － １ － － ４ 小国町
鶴 岡 １４３，５７４ １，３４４．７２ ２ １ １ － ５ ２１ 鶴岡市、三川町
酒 田 １２６，００２ ８１１．２０ ２ １ １ － ６ １７ 酒田市、遊佐町
庄 内 ２３，０７７ ２４９．２６ １ － １ － － ２ 庄内町

注：１）管内人口は、県統計企画課推計（４月１日現在）による。
２）管内面積は、国土地理院「平成２３年全国都道府県市区町村別面積調」及び総務省の推計による。

１５－５．登記及び謄、抄本交付数等（平成２１～２３年）
（１）登記 単位：登録免許税＝千円

年 別
総 数 商業法人の登記

件 数 個 数 登録免許税 件 数 登録免許税

平 成 ２１ 年 １４７，８９３ ３２５，９９０ ２，２３１，３００ １１，１７５ ２０９，４７９

平 成 ２２ 年 １４１，７９７ ３１４，９２５ ２，０９２，２６３ １０，１７２ １５６，３１４

平 成 ２３ 年 １１８，１４３ ２７１，５５２ ２，０５２，７６７ ９，９１２ １５７，７４６

不 動 産 登 記 そ の 他 の 登 記
年 別

件 数 個 数 登録免許税 件 数 個 数 登録免許税

１３６，６０２ ３２５，８６０ ２，０１６，５３７ １１６ １３０ ５，２８３ 平 成 ２１ 年

１３１，５２８ ３１４，８１８ １，９１８，２２３ ９７ １０７ １７，７２６ 平 成 ２２ 年

１０８，１２６ ２７１，４３４ １，８７９，１８１ １０５ １１８ １５，８３９ 平 成 ２３ 年

注：登録免許税額は千円未満を切り捨てて表示した。したがって総数は内訳と一致しない。
資料：山形地方法務局 （２）についても同じ

（２）謄、抄本交付数等 単位：手数料＝千円

年 別

件 数

手 数 料
総 数 謄 本 抄 本 閲 覧

証 明
（印鑑証明を含む）

平 成 ２１ 年 １，８５０，０５５ １，０４６，２８１ １７，６８２ ６７８，０６２ １０８，０３０ ４１６，３９１

平 成 ２２ 年 １，６６９，７５０ ８３９，４２３ １８，８３１ ６９５，０１９ １１６，４７７ ３２７，９３８

平 成 ２３ 年 １，５７５，７４０ ７３０，９８１ １４，２４３ ６７８，３４２ １５２，１７４ ２７０，５０９
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１５－６．民事及び行政事件数（平成２３年）

（１）山形地方裁判所、同管内支部

事 件 の 種 類
受 理

既 済 未 済
総 数 旧 受 新 受

民 事 ・ 行 政 総 数 ７，１５４ ２，４６８ ４，６８６ ５，１０７ ２，０４７

民 事 ７，１４２ ２，４６３ ４，６７９ ５，１０３ ２，０３９

第一審通常訴訟 １，６０１ ６３３ ９６８ １，０４２ ５５９

人事訴訟 ― ― ― ― ―

手形・小切手訴訟 ― ― ― ― ―

控訴 １２９ ２９ １００ ９１ ３８

再審（訴訟） ― ― ― ― ―

民事非訟 ６ ― ６ ６ ―

商事非訟
（会社整理・特別清算を除く）

１９ １ １８ １８ １

保全命令 ７０ １ ６９ ６９ １

人身保護 ― ― ― ― ―

民事執行（配当等手続き） １，０４３ ２７２ ７７１ ８５２ １９１

強制執行（不動産等執行） ５０ １６ ３４ ３１ １９

強制執行（債権等執行） １，３８５ ６９９ ６８６ ７９２ ５９３

担保権実行（不動産担保権実行） ６００ ３２９ ２７１ ３４０ ２６０

担保権実行（債権等担保権実行） ４６ ３７ ９ １１ ３５

過料 ４６７ １２ ４５５ ４３５ ３２

雑 ４１０ ２５ ３８５ ３８５ ２５

その他の事件 １，３１６ ４０９ ９０７ １，０３１ ２８５

行 政 １２ ５ ７ ４ ８

第一審訴訟 １１ ５ ６ ３ ８

その他の事件 １ ― １ １ ―

資料：山形地方裁判所

（２）山形地方裁判所管内簡易裁判所

事 件 の 種 類
受 理

既 済 未 済
総 数 旧 受 新 受

民 事 総 数 ７，７９５ ８９８ ６，８９７ ７，２３７ ５５８

通常訴訟 ３，０６１ ７０３ ２，３５８ ２，６４３ ４１８

手形・小切手訴訟 １ ― １ ― １

少額訴訟 ８０ ２０ ６０ ６７ １３

少額訴訟判決に対する異議申立て ２ １ １ ２ ―

再審（訴訟） ― ― ― ― ―

和解 １４ １ １３ １３ １

督促 ２，１０７ ８ ２，０９９ ２，０９７ １０

公示催告 １９ ４ １５ １４ ５

保全命令 １５ ― １５ １５ ―

調停 ７９９ １３８ ６６１ ７１２ ８７

その他の事件 １，６９７ ２３ １，６７４ １，６７４ ２３

資料：山形地方裁判所
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１５－７．強制執行・倒産件数（平成２２、２３年）

事 件 の 種 類
山 形 地 方 裁 判 所 、 同 管 内 支 部

受 理
既 済 未 済

総 数 旧 受 新 受

平 成 ２２ 年 ４，２９１ １，９５２ ２，３３９ ２，８２１ １，４７０
平 成 ２３ 年 ３，２１２ １，４７０ １，７４２ ２，０３１ １，１８１

強 制 執 行 １，４３５ ７１５ ７２０ ８２３ ６１２
担保権の実行としての競売 ６４６ ３６６ ２８０ ３５１ ２９５
破 産 ９５５ ３０６ ６４９ ７２５ ２３０
再 生 １９ １９ ― ５ １４
個 人 再 生 等 ※ １５５ ６３ ９２ １２５ ３０
会 社 整 理 ・ 特 別 清 算 ２ １ １ ２ ―

注：※「個人再生等」は、小規模個人再生事件及び給与所得者等再生事件である。
資料：山形地方裁判所

１５－８．民事調停事件数（平成２２、２３年）

事件の種類
山 形 地 方 裁 判 所 、 同 管 内 支 部 山形地方裁判所管内簡易裁判所
受 理

既 済 未 済
受 理

既 済 未 済
総 数 旧 受 新 受 総 数 旧 受 新 受

平 成 ２２ 年 ２４ ３ ２１ ２３ １ １，０２６ １５９ ８６７ ８８８ １３８
平 成 ２３ 年 ２５ １ ２４ ２４ １ ７９９ １３８ ６６１ ７１２ ８７

一 般 調 停 ２０ １ １９ ２０ ― ４２７ ６２ ３６５ ３７４ ５３
宅 地 建 物 調 停 １ ― １ １ ― ３６ ３ ３３ ３１ ５
農 事 調 停 ４ ― ４ ３ １ ― ― ― ― ―
商 事 調 停 ― ― ― ― ― ３９ ７ ３２ ３１ ８
交 通 調 停 ― ― ― ― ― ２４ １３ １１ １９ ５
公 害 等 調 停 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
特 定 調 停 ― ― ― ― ― ２７３ ５３ ２２０ ２５７ １６

資料：山形地方裁判所

１５－９．刑 事 事 件 数（平成２２、２３年）

（１）山形地方裁判所、同管内支部 （２）山形地方裁判所管内簡易裁判所

事件の種類
受理人員 既 済

人 員
未 済
人 員

事件の種類
受理人員 既 済

人 員
未 済
人 員総 数 旧 受 新 受 総 数 旧 受 新 受

平 成 ２２ 年 １，３２０ １８７ １，１３３ １，１５７ １６３ 平 成 ２２ 年 ７，３３６ １６５ ７，１７１ ７，２０５ １３１
平 成 ２３ 年 ６，６７１ １３１ ６，５４０ ６，５０７ １６４平 成 ２３ 年 １，１１５ １６３ ９５２ ９３２ １８３

通 常 第 一 審 事 件 ２１２ ２４ １８８ １９２ ２０
通 常 第 一 審 事 件 ６２４ １５８ ４６６ ４４４ １８０ 略 式 事 件 ３，１３２ １０７ ３，０２５ ２，９８８ １４４
そ の 他 の 事 件 ４９１ ５ ４８６ ４８８ ３ そ の 他 の 事 件 ３，３２７ ― ３，３２７ ３，３２７ ―

資料：山形地方裁判所 資料：山形地方裁判所

１５－１０．家 事 事 件 数（平成２２、２３年）

（１）家事事件種類別件数 （山形家庭裁判所、同管内支部・出張所）

事件の種類
平 成 ２２ 年 平 成 ２３ 年

受 理
既 済 未 済

受 理
既 済 未 済

総 数 旧 受 新 受 総 数 旧 受 新 受

総 数 ８，６１７ ８７６ ７，７４１ ７，８０７ ８１０ ８，５９２ ８１０ ７，７８２ ７，８０５ ７８７

審 判 ６，４９１ ３９１ ６，１００ ６，１４９ ３４２ ６，５００ ３４２ ６，１５８ ６，２０２ ２９８
調 停 １，６１８ ３８４ １，２３４ １，２５３ ３６５ １，５７１ ３６５ １，２０６ １，１９９ ３７２
人 事 訴 訟 １４１ ５７ ８４ ７７ ６４ １５８ ６４ ９４ ７３ ８５
共 助 １ ― １ １ ― ２ － ２ ２ －

雑 ３３５ ４１ ２９４ ２９８ ３７ ３３０ ３７ ２９３ ３０３ ２７
そ の 他 ※ ３１ ３ ２８ ２９ ２ ３１ ２ ２９ ２６ ５

注：※その他とは、通常訴訟事件、民事控訴提起事件、飛躍上告受理申立て事件、飛躍上告提起事件、民事再審事件、家事抗
告提起事件、保全命令事件である。

資料：山形家庭裁判所 （２）（３）についても同じ
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（２）家事審判事件数 （山形家庭裁判所、管内支部・出張所）

事 件 の 種 類
受 理

既 済 未 済
総 数 旧 受 新 受

平 成 ２２ 年 ６，４９１ ３９１ ６，１００ ６，１４９ ３４２
平 成 ２３ 年 ６，５００ ３４２ ６，１５８ ６，２０２ ２９８

甲 類 審 判 事 件 ６，３３４ ２９３ ６，０４１ ６，０７１ ２６３
後見開始の審判及びその取消し ２１９ ２８ １９１ ２０２ １７
保佐開始の審判・取消しなど ８９ ２０ ６９ ７５ １４
補助開始の審判・取消しなど ２７ ３ ２４ １８ ９
不在者の財産の管理に関する処分 ６４ ５ ５９ ６２ ２
失踪の宣告及びその取消し ３４ １４ ２０ ２０ １４
特別代理人の選任（嫡出否認） ― ― ― ― ―
子の氏の変更についての許可 １，５６２ １２ １，５５０ １，５５３ ９
養子をするについての許可 ７ ― ７ ４ ３
離縁後の未成年後見人の選任 ― ― ― ― ―
離縁をするについての許可 ２４ １ ２３ ２４ ―
特別養子縁組の成立及び離縁に関する処分 ７ １ ６ ３ ４
子の懲戒に関する許可その他の処分 ― ― ― ― ―
特別代理人の選任（利益相反行為） １１３ ９ １０４ １０３ １０
第三者が子に与えた財産の管理者選任等 ― ― ― ― ―
親権・管理権の喪失の宣告・取消し ― ― ― ― ―
親権・管理権の辞任・回復 ― ― ― ― ―
後見人等の選任 ３９ ６ ３３ ３３ ６
後見人等の辞任 １３ ― １３ １０ ３
後見人等の解任 ５ ２ ３ ３ ２
後見人の財産目録の作成の期間の伸長 １ ― １ １ ―
後見人等の権限行使についての定め及びその取消し ２ ― ２ ２ ―
居住用不動産の処分についての許可 ４０ １ ３９ ４０ ―
後見人等に対する報酬の付与 ３４１ ９ ３３２ ３３５ ６
後見等監督処分 ３０８ ３８ ２７０ ２６６ ４２
後見終了に伴う管理計算の期間の伸長 ― ― ― ― ―
臨時保佐人等の選任（利益相反行為） １ ― １ ― １
推定相続人廃除等に伴う遺産の管理に関する処分 ― ― ― ― ―
相続の承認又は放棄の期間の伸長 ２９ １ ２８ ２９ ―
相続財産の保存又は管理に関する処分 １ ― １ １ ―
相続の限定承認又は放棄の取消し １ ― １ １ ―
相続の限定承認の申述受理 ８ １ ７ ７ １
鑑定人の選任 ２ ― ２ ２ ―
相続の放棄の申述の受理 ２，１９４ ９３ ２，１０１ ２，１１７ ７７
相続財産の分離に関する処分 ― ― ― ― ―
相続財産管理に関する処分（財産分離） ― ― ― ― ―
相続財産管理人選任等（相続人不分明） １６９ ３ １６６ １６３ ６
特別縁故者への相続財産の分与 １６ １０ ６ １５ １
遺言の確認 １ ― １ １ ―
遺言書の検認 ９８ ８ ９０ ９２ ６
遺言執行者の選任 １２ １ １１ １２ ―
遺言執行者に対する報酬の付与 １ ― １ １ ―
遺言執行者の解任及び辞任 ― ― ― ― ―
遺言の取消し ― ― ― ― ―
遺留分の放棄についての許可 ６ ２ ４ ６ ―
任意後見契約に関する法律関係 １２ ― １２ ９ ３
戸籍法による氏の変更についての許可 ９９ ７ ９２ ９５ ４
戸籍法による名の変更についての許可 ３７ １ ３６ ３６ １
就籍についての許可 １ ― １ １ ―
戸籍の訂正についての許可 １５ ３ １２ １０ ５
戸籍事件についての処分に対する不服 ― ― ― ― ―
戸籍届出の委託確認 ― ― ― ― ―
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律３条１項の事件 １ ― １ １ ―
児童福祉法２８条１項の事件 ― ― ― ― ―
児童福祉法２８条２項の事件 １ ― １ １ ―
生活保護法３０条３項の事件 ― ― ― ― ―
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律２０条２項の事件 ７３４ １４ ７２０ ７１７ １７
破産法６１条及び２３８条の事件 ― ― ― ― ―

乙 類 審 判 事 件 １６６ ４９ １１７ １３１ ３５
夫婦の同居・協力扶助 ― ― ― ― ―
夫婦の財産管理者変更・共有財産の分割 ― ― ― ― ―
婚姻費用の分担 ９ ― ９ ８ １
子の監護者の指定その他の処分 ６６ １８ ４８ ５６ １０
財産の分与に関する処分 ５ １ ４ ３ ２
祭祀の承継者の指定 １ １ ― １ ―
離縁後の親権者の指定 ― ― ― ― ―
親権者の指定又は変更 ２１ ６ １５ １９ ２
扶養に関する処分 ９ １ ８ ９ ―
推定相続人の廃除及びその取消し ４ ３ １ １ ３
寄与分を定める処分 ８ ７ １ ５ ３
遺産の分割に関する処分 ２９ １１ １８ １６ １３
生活保護法７７条２項の事件 ― ― ― ― ―
破産法６１条の事件 ― ― ― ― ―
請求すべき按分割合に関する処分 １４ １ １３ １３ １
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１５－１０．家 事 事 件 数（平成２２、２３年）（続き）

（３）家事調停事件数 （山形家庭裁判所、同管内支部・出張所）

事 件 の 種 類
受 理

既 済 未 済
総 数 旧 受 新 受

平 成 ２２ 年 １，６１８ ３８４ １，２３４ １，２５３ ３６５
平 成 ２３ 年 １，５７１ ３６５ １，２０６ １，１９９ ３７２

乙 類 調 停 事 件 ６７８ １６７ ５１１ ５００ １７８
夫婦同居・協力扶助 １ ― １ ― １
夫婦の財産管理者変更・共有財産の分割 ― ― ― ― ―
婚姻費用分担 ９４ １３ ８１ ６８ ２６
子の監護者の指定その他の処分 ３３０ ５９ ２７１ ２５８ ７２
財産の分与に関する処分 １３ ５ ８ ９ ４
祭祀の承継者の指定 ５ １ ４ ２ ３
離縁後の親権者の指定 ― ― ― ― ―
親権者の指定又は変更 ５９ ９ ５０ ５３ ６
扶養に関する処分 ７ ３ ４ ７ ―
推定相続人の廃除及びその取消し ２ ― ２ ２ ―
寄与分を定める処分 １２ ６ ６ ９ ３
遺産の分割に関する処分 １４８ ６９ ７９ ８５ ６３
生活保護法７７条２項の事件 ― ― ― ― ―
破産法６１条の事件 ― ― ― ― ―
標準報酬等の按分割合に関する処分 ７ ２ ５ ７ ―

乙 類 調 停 事 件 以 外 ８９３ １９８ ６９５ ６９９ １９４
婚姻中の夫婦間の事件 ７１３ １４９ ５６４ ５４７ １６６
婚姻外の男女間の事件 ２ ― ２ ２ ―
離婚その他男女関係解消に基づく慰謝料 ９ ３ ６ ９ ―
親族間の紛争 ３４ ４ ３０ ２９ ５
家審法２３条に掲げる事項 ２９ ３ ２６ ２７ ２
離縁 １８ ８ １０ １６ ２
その他 ８８ ３１ ５７ ６９ １９

１５－１１．少年関係事件数（平成２２、２３年）

（１）少年関係事件種類別件数 （人員 山形家庭裁判所、同管内支部）

事 件 の 種 類
平 成 ２２ 年 平 成 ２３ 年

受 理
既 済 未 済

受 理
既 済 未 済

総 数 旧 受 新 受 総 数 旧 受 新 受

総 数 １，２３０ ２０７ １，０２３ １，０７２ １５８ １，０７３ １５８ ９１５ ９４０ １３３
保護事件 １，２２６ ２０５ １，０２１ １，０６８ １５８ １，０６８ １５８ ９１０ ９３５ １３３
一 般 １，０６７ １９５ ８７２ ９３３ １３４ ９４４ １３４ ８１０ ８３０ １１４
道路交通 １５９ １０ １４９ １３５ ２４ １２４ ２４ １００ １０５ １９

準少年保護事件 ４ ２ ２ ４ ― ５ ― ５ ５ ―
成人刑事事件 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
少年審判等共助事件 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
少年雑事件 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
成人刑事雑事件 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

資料：山形家庭裁判所 （２）（３）についても同じ

（２）少年保護事件数 （人員 山形家庭裁判所、同管内支部）

事 件 の 種 類

受 理 既 済

総 数 旧 受 新 受 総 数

検察官送致 保護処分

刑事処分
相 当

年 齢
超 過

保 護
観 察

児童自立支援
施設又は児童養
護施設へ送致

少年院へ送致

初等 中等 特別 医療

平 成 ２２ 年 １，２２６ ２０５ １，０２１ １，０６８ ９ ９ １９５ ― ２ １１ ― ―
平 成 ２３ 年 １，０６８ １５８ ９１０ ９３５ ２ ４ １６８ １ １ ９ ― ―

一般保護事件 ９４４ １３４ ８１０ ８３０ １ ３ ８１ １ １ ９ ― ―
（うち業務上（重・自）過失致死傷事件） ２８９ １２ ２７７ ２７７ １ １ １４ ― ― ― ― ―
道路交通保護事件 １２４ ２４ １００ １０５ １ １ ８７ ― ― ― ― ―

既 済

未 済 事 件 の 種 類知事又は児童相談所長へ送致
不処分 審判不開始 移送・回付 従たる事件

強 制 非強制

― ― １８５ ５６８ １９ ７０ １５８ 平 成 ２２ 年
― ― １７１ ５０９ １３ ５７ １３３ 平 成 ２３ 年
― ― １６２ ５０７ １３ ５２ １１４ 一般保護事件
― ― ７３ １８７ ― １ １２ （うち業務上（重・自）過失致死傷事件）
― ― ９ ２ ― ５ １９ 道路交通保護事件
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（３）少年保護事件の行為別新受件数 （人員 山形家庭裁判所、同管内支部）

行 為 別 件 数 行 為 別 件 数

平 成 ２２ 年 １，０２１ 住 居 侵 入 １９
平 成 ２３ 年 ９１０ 放 火 １

失 火 ―
刑 法 犯 ７８５ 過 失 致 死 傷 １１

窃 盗 ３４６ 業務上（重・自動車運転）過失致死傷 ２７７
強 盗 ― 往 来 妨 害 ―
詐 欺 ３ 器 物 損 壊 等 １２
恐 喝 ８ 公 務 執 行 妨 害 ―
横 領 ― 危 険 運 転 致 死 ―
遺 失 物 等 横 領 ４４ 危 険 運 転 致 傷 ―
盗 品 譲 受 け 等 ８ そ の 他 １
傷 害 ２９
傷 害 致 死 ― 特 別 法 犯 １２３
暴 行 ２１ 道 路 交 通 法 等 １００
脅 迫 ― 暴 力 行 為 等 ―
殺 人 （ 死 亡 さ せ た 罪 ） ― 道 路 運 送 車 両 法 ―
殺 人 （ そ の 他 ） ― 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 ４
強 盗 致 傷 ― 軽 犯 罪 法 ５
強 盗 致 死 ― 売 春 防 止 法 ―
強 盗 強 姦 致 死 ― 風 営 法 等 ―
強 盗 強 姦 ― 麻薬及び向精神薬取締法等 ―
強 姦 致 死 ― 覚 せ い 剤 取 締 法 ―
強 姦 ― 出入国管理及び難民認定法 ―
集 団 強 姦 致 死 ― 毒 物 及 び 劇 物 取 締 法 ―
集 団 強 姦 ２ そ の 他 １４
わ い せ つ ３
賭 博 ― ぐ 犯 ２

注：「風営法」は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称である。

１５－１２．罪種別受刑者数（平成２２、２３年）
各年１２月３１日現在

罪 種 別 受 刑 者 数 罪 種 別 受 刑 者 数

平 成 ２２ 年 １，２３３
平 成 ２３ 年 １，２６３

窃 盗 １６５ わ い せ つ ・ 姦 淫 ２７
強 盗 ・ 同 致 死 傷 ２５２ 傷 害 ・ 同 致 死 ５３
詐 欺 ６５ 脅 迫 ―
横 領 １２ 殺 人 ２９８
文 書 印 章 有 価 証 券 偽 造 ４ 放 火 ４６
贈 収 賄 ― 住 居 侵 入 ３
暴 力 行 為 ３ 略 取 誘 拐 ４
業 務 上 過 失 致 死 傷 ４ 犯 人 蔵 匿 ・ 証 拠 い ん 滅 ―
強 盗 強 姦 同 致 死 ７５ 暴 行 ４
覚 せ い 剤 ３９ 銃 刀 法 違 反 ３
道 路 交 通 法 違 反 ４ 麻 薬 向 精 神 薬 ―

そ の 他 ２０２

注：山形刑務所の受刑者は、男子のみである。
資料：山形刑務所

１５－１３．刑法犯の認知件数、検挙件数及び人員

（１）認知件数及び検挙件数・人員の推移（平成１８～２３年）

年 別 認知件数
認知指数
（平成１８年
＝１００）

検挙件数
検 挙 人 員

総 数
う ち 少 年 （１４～１９歳）

総 数 凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他

平 成 １８ 年 ９，２１４ １００．０ ４，０２４ ２，５４２ ６２９ ２ ９８ ４０５ ５ ３ １１６
平 成 １９ 年 ８，７０８ ９４．５ ３，８９０ ２，３５６ ４８２ ４ ４８ ２６３ ２ ２ １６３
平 成 ２０ 年 ７，９２４ ８６．０ ３，６３０ ２，４４５ ３８０ ２ ５１ ２１８ ３ ― １０６
平 成 ２１ 年 ８，００３ ８６．９ ３，７９５ ２，６０５ ５１０ １ ５１ ３４８ １ ４ １０５
平 成 ２２ 年 ７，１７９ ７７．９ ３，６３６ ２，６４５ ５２０ ６ ６６ ３２２ １ １ １２４
平 成 ２３ 年 ６，４３６ ６９．９ ３，４４１ ２，３８６ ４５１ ２ ５２ ３２１ ４ １ ７１

注：検挙件数は、検挙地計上方式による。
資料：県警察本部 （２）～（５）についても同じ
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１５－１３．刑法犯の認知件数、検挙件数及び人員（続き）

（２）罪種別（平成２２、２３年） 単位：件数＝件、人員＝人

罪 種 別
平 成 ２２ 年 平 成 ２３ 年

認知件数 検挙件数 検挙人員 認知件数 検挙件数 検挙人員

総 数 ７，１７９ ３，６３６ ２，６４５ ６，４３６ ３，４４１ ２，３８６

殺 人 ６ ５ ５ ７ ７ ５

強 盗 ５ ６ １１ ８ ８ ８

放 火 ７ ７ ６ ４ ６ ４

強 姦 ４ ５ ９ ５ ５ ６

凶 器 準 備 集 合 ― ― ― ― ― ―

暴 行 ３６２ ３４３ ４０３ ３３６ ３２２ ３８２

傷 害 １５７ １４７ １５７ １７８ １４６ １７８

脅 迫 ・ 恐 喝 ３８ ３４ ５２ ２４ ２６ ２６

窃 盗 ５，２７９ ２，４２８ １，５９３ ４，５５０ ２，２３２ １，４００

詐 欺 ２３８ ２５４ ８９ ２４１ ２１１ ９５

横 領 １４ １４ １２ １５ １３ １１

偽 造 ６ ７ ４ ２１ １８ ７

汚 職 ― ― ― １ １ １

背 任 ― ― ― ― ― ―

賭 博 ― ― ― １ ― ―

わ い せ つ ４８ ４３ ２４ ４５ ３５ ２５

そ の 他 の 刑 法 犯 １，０１５ ３４３ ２８０ １，０００ ４１１ ２３８

注：１）検挙件数については、検挙地計上方式による。
２）道路上の交通事故に係る業務上等過失致死傷は含まない。

（３）重要犯罪罪種別（平成２２、２３年） 単位：件数＝件、人員＝人

罪 種 別
平 成 ２２ 年 平 成 ２３ 年

認知件数 検挙件数 検挙人員 認知件数 検挙件数 検挙人員

総 数 ４６ ４４ ４１ ４２ ３９ ３２

殺 人 ６ ５ ５ ７ ７ ５

強 盗 ５ ６ １１ ８ ８ ８

放 火 ７ ７ ６ ４ ６ ４

強 姦 ４ ５ ９ ５ ５ ６

略 取 ・ 誘 拐 １ １ １ ― ― ―

強 制 わ い せ つ ２３ ２０ ９ １８ １３ ９

（４）重要窃盗犯罪罪種別（平成２２、２３年） 単位：件数＝件、人員＝人

罪 種 別
平 成 ２２ 年 平 成 ２３ 年

認知件数 検挙件数 検挙人員 認知件数 検挙件数 検挙人員

総 数 ５１９ ３０９ ７３ ４６０ ３４５ ８７

侵 入 盗 ４６４ ２７３ ５４ ４２０ ３１３ ６８

住 宅 対 象 １７２ ６１ ２０ ２２６ １９５ ２６

そ の 他 ２９２ ２１２ ３４ １９４ １１８ ４２

自 動 車 盗 ４４ ３２ １６ ３５ ３１ １８

ひ っ た く り ７ １ １ ２ ― ―

す り ４ ３ ２ ３ １ １

注：１）「ひったくり」は、同一人が複数罪で検挙された場合、統計上、検挙件数はそれぞれの犯罪ごとに計上されるが、検
挙人員は最も法定刑の重い罪（法定刑が同じ場合は主たる罪）にのみ計上される。

２）「すり」は、検挙件数は犯罪を認知した時点における罪名についての件数であり、その後の捜査により、被疑者の犯
した罪名が変更になった場合、検挙人員は当該変更になった犯罪にのみ計上される。
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（５）警察署別（平成２２、２３年） 単位：件数＝件、人員＝人

警 察 署 別
平 成 ２２ 年 平 成 ２３ 年

認知件数 検挙件数 検挙人員 認知件数 検挙件数 検挙人員

総 数 ７，１７９ ３，６３６ ２，６４５ ６，４３６ ３，４４１ ２，３８６

山 形 ２，３６８ ９７４ ６７５ ２，１３２ ９７９ ６００

寒 河 江 ４４７ ２５３ １９７ ３８４ ２３６ １９８

上 山 １６７ ９９ ６２ １４７ ７３ ６０

村 山 ３９３ ２４５ １４７ ３３８ １８７ １４１

天 童 ５２７ ２４０ １７６ ４８３ ２４９ ２０５

尾 花 沢 １３９ ７５ ６４ ７７ ３６ ４２

新 庄 ３９９ ２７１ １７５ ３８４ ２４４ １６７

米 沢 ７２５ ３６２ ２６５ ５８０ ３４９ ２２９

長 井 １５７ ８８ ６７ １８５ ９７ ７８

南 陽 ３６４ ２０６ １３３ １９３ １３６ １１７

小 国 ２５ ２２ １５ ２３ １２ １２

鶴 岡 ７０５ ４０２ ３７７ ７６６ ４２３ ２８６

酒 田 ６８４ ３５９ ２４１ ６７４ ３９１ ２２３

庄 内 ７９ ４０ ５１ ７０ ２９ ２８

本 部 ― ― ― ― ― ―

１５－１４．法令別特別法犯送致件数及び人員（平成２２、２３年）

法 令 別
送致
件数

送致
人員

法 令 別
送致
件数

送致
人員

法 令 別
送致
件数

送致
人員

平 成 ２２ 年 ３６１ ３６１

平 成 ２３ 年 ３１３ ２９１

出 資 法 ＊ ６ １７ 麻薬及び向精神薬取締法 ― ―

公 職 選 挙 法 ７ ７ 貸 金 業 規 制 法 ４ ― あ へ ん 法 ― ―

外 国 人 登 録 法 ― ― 宅 地 建 物 取 引 業 法 ― ― 大 麻 取 締 法 ３ １

出入国管理及び難民認定法 ― ― 関 税 法 ― ― 覚 せ い 剤 取 締 法 ２４ １８

軽 犯 罪 法 ３４ ３５ 外国為替及び外国貿易法 ― ― 薬 事 法 ― ―

競 馬 法 ― ― 著 作 権 法 ３ ３ 毒 物 及 び 劇 物 取 締 法 ― ―

風 営 法 ＊ ４ ３ 商 標 法 ― ― 廃 棄 物 の 処 理 及 び
清 掃 に 関 す る 法 律

４４ ４９
売 春 防 止 法 ― ― 不 正 競 争 防 止 法 １ ２

児 童 福 祉 法 ― ― 銃砲刀剣類所持等取締法 ５１ ４０ 労 働 基 準 法 ― ―

山形県青少年健全育成条例 ３ ３ 火 薬 類 取 締 法 １ １ そ の 他 の 法 令 １２８ １１２

注：１）「法令別」欄の＊印のついたものは、法令の略称を示す。
２）「風営法」は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」の略称である。
３）「出資法」は、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の略称である。

資料：県警察本部

１５－１５．非行少年等の補導状況（平成１８～２３年）
単位：人

年 別 刑法犯少年 特別法犯少年 触法少年 ぐ犯少年 不良行為少年

平 成 １８ 年 ６２９ ２４ ７６ ― ７，７６２

平 成 １９ 年 ４８２ ２４ ８７ ６ ６，６２４

平 成 ２０ 年 ３８０ ４２ １００ ９ ５，２９５

平 成 ２１ 年 ５１０ ３０ １３１ ３ ４，２４９

平 成 ２２ 年 ５２０ ２０ １０２ ３ ３，６３２

平 成 ２３ 年 ４５１ １８ ９１ １ ２，６４３

資料：県警察本部
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